
 
本翻訳は ROTOBO 監修による仮訳である。  

本大統領令はウズベキスタン共和国法律データベース( https://lex.uz/ru/docs/6369999 )より 

ダウンロードした露文資料に基づく。 
  

2023年１月 25日付大統領令第 UP-14号への  

附属書 No.２  

ウズベキスタン共和国行政機関－省、委員会、庁、監督局*一覧  

I. 省および省附属の共和国行政機関 

１．経済財務省 

1.1. 関税委員会 

1.2. 国家備蓄管理委員会 

1.3. 財務サービス委員会 

1.4. 土地台帳庁 

1.5. 国家試金監督局 

２．投資・産業・貿易省 

2.1. 外国投資誘致庁 

３．雇用・貧困削減省  

４．農業省 

4.1. 獣医学・畜産発展委員会  

4.3. 検疫・植物保護庁 

4.4. 農業産業開発庁 

５．水利省 

5.1. 水利施設運営庁 

5.2. 水利施設安全監督局 

６．建設・住宅公共サービス省  

6.1. 建設・住宅公共サービス分野監督

局  

７．運輸省  

7.1. 自動車道路委員会 

7.2. 民間航空庁 

7.3. 輸送分野管理監督局  

８．エネルギー省  

９．鉱業・地質省 

9.1. 鉱業、地質および産業安全監督局 

10. デジタル技術省 

10.1. 宇宙研究・技術庁 

10.2. 情報化・通信分野監督局 

11. エコロジー・環境保護・気候変動

省 

11.1. 観光委員会  

11.2. 林業庁 

11.3. 水文気象庁 

11.4. 廃棄物管理・循環経済発展庁 

12. 保健省 

12.1. 衛生・疫学福祉および公衆衛生

委員会 

12.2. 医薬品産業振興庁  

13. 就学前教育省 

13.1. 特別教育機関庁 

14. 高等教育・科学・イノベーション

省 

14.1. イノベーション発展庁 

14.2. 知識・技能評価庁 

15. スポーツ省 

16. 文化省 

16.1. 民族間関係・外国との友好関係

委員会 

16.2. 映画庁 

17. 法務省  

17.1. 「ウズアルヒフ」庁  

17.2. パーソナライゼーション庁 

18. 外務省 

19. 非常事態省 

20. 内務省 

21. 防衛省 

21.1. 防衛産業庁  

II. 特別な地位を有する独立共和国行政機関 

22. 競争発展・消費者権利保護委員会 

23. 宗教問題委員会 

24. 国有資産管理庁 

25. 国家アンチドーピング庁 

26. 文化遺産庁 

27. 青少年問題庁 

28. 閣僚会議付属ウズベキスタン技術規

制庁 

28.1. 技術規制分野管理監督庁  

29. 閣僚会議付属産業・放射線・原子力

安全委員会 

30. 閣僚会議付属原子力庁 

31. 閣僚会議付属エネルギー市場開発・

規制庁 

32. 閣僚会議付属電気・石油製品・ガス

使用管理監督局 

33. 家族・女性委員会 

34. 閣僚会議付属移民庁 

35. 閣僚会議付属農工業コンプレクス管

理監督局 

36. 税務委員会 

合計 — 70機関、そのうち：  

省 — 21；  

委員会 — 14、特別な地位を有する自立した委員会５つを含む；  

庁 — 26、特別な地位を有する自立した庁８つを含む；  

監督局 — 11、特別な地位を有する自立した監督局２つを含む； 

* 共和国行政機関－省、委員会、庁および監督局についての規程は、閣僚会議決定によって承認される。 

（本附属書 No.２は、2023年５月 31日付ウズベキスタン共和国大統領令第 UP-81号－国家法令データベース、2025年３月 21日、 № 06/25/51/0261による版） 
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